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１．議決事項
 

（１）金融政策決定会合関係  

◆金融市場調節方針の決定に関する件（6月15・16日）
　
　本委員会は、令和5年6月15・16日の金融政策決定会合において、以下のとお
り決定した。

1.　次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること。
　

記

　 （1 ）日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用
する。

　　　
　 （2 ）10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額

の長期国債の買入れを行う。

2. 　1. に関し、長短金利操作の運用として、長期金利の変動幅を「±0.5％程度」
とし、10年物国債金利について金額を無制限とする0.5％の利回りでの固定利
回り方式の国債買入れ（指値オペ）を、明らかに応札が見込まれない場合を
除き、毎営業日、実施すること。また、1.の金融市場調節方針と整合的なイー
ルドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各
年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペを実施すること。
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◆資産買入れ方針の決定に関する件（6月15・16日）

　本委員会は、令和5年6月15・16日の金融政策決定会合において、長期国債以
外の資産の買入れについて、下記のとおりとすることを決定した。
　

記
　
1.�　ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に
相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。

2.�　CP等は、約2兆円の残高を維持する。社債等は、感染症拡大前と同程度のペー
スで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準（約3兆円）へと徐々に
戻していく。ただし、社債等の買入れ残高の調整は、社債の発行環境に十分
配慮して進めることとする。
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◆「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（6月15・
16日）

　
　本委員会は、令和5年6月15・16日の金融政策決定会合において、当面の金融
政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等に関する件（6月
15・16日）

　本委員会は、令和5年6月15・16日の金融政策決定会合において、令和5年6月
30日をもって新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションにお
ける全ての貸付の返済が完了することに伴い、下記の諸措置を講ずることを決
定した注1）。
　

記

1.�　「補完当座預金制度基本要領」（平成28年1月29日決定）を別紙1.のとおり
一部改正すること。

2.�　「貸出促進付利制度基本要領」（令和3年3月19日決定）を別紙2.のとおり
一部改正すること。

注1）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆金融政策決定会合の議事要旨（2023年4月27、28日開催分）に
関する件（6月15・16日）

　本委員会は、令和5年6月15・16日の金融政策決定会合において、金融政策決
定会合の議事要旨（2023年4月27、28日開催分）注2）を承認した。

注2）　インターネット・ホームページをご参照ください（6月21日公表）。
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（２）通常会合関係  

◆参与の推薦に関する件（5月19日）
　
　本委員会は、令和5年5月19日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務
大臣に対し、十倉 雅和 氏および森田 敏夫 氏を参与に推薦することを決定し
た注3）（7月1日、財務大臣より任命）。

注3） 　本件は、本委員会で5月中に決定したものですが、財務大臣による任命後に発刊さ
れる月報に掲載する扱いとしました。
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◆「通貨及び金融の調節に関する報告書」作成に関する件（6月
6日）

　本委員会は、令和5年6月6日、日本銀行法第54条第1項の規定に基づき、「通貨
及び金融の調節に関する報告書」の作成について決定した（なお、日本銀行は、
6月27日、同報告書を財務大臣を経由して国会に提出した）。
　同報告書は、令和4年10月～5年3月中に実施した金融政策運営等について記載
したものであり、その構成は以下のとおりである注4）。

要　　旨

Ⅰ．経済及び金融の情勢
　1．経済の情勢
　 （1）国内実体経済
　 （2）物価
　 （3）海外経済
　2．金融面の動向
　 （1）国際金融市場
　 （2）短期金融市場
　 （3）債券市場
　 （4）株式市場
　 （5）外国為替市場
　 （6）企業金融
　 （7）量的金融指標

Ⅱ．金融政策運営及び金融政策手段
　1．金融政策決定会合の開催実績
　2．金融政策決定会合における検討・決定
　 （1）概況
　 （2）「経済・物価情勢の展望」

注4）�　同報告書の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください（6
月27日公表）。
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　 （3）金融経済情勢に関する検討
　　　イ．4年12月の会合
　　　ロ．5年3月の会合
　 （4）金融政策運営を巡る議論
　　　イ．金融政策運営の基本的な考え方
　　　ロ．イールドカーブ・コントロールの運営
　　　ハ．「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の継続
　　　ニ．金融政策運営上の留意点
　 （5）金融政策手段に係る事項の決定又は変更
　3．金融市場調節の実施状況
　4．日本銀行のバランスシートの動き

Ⅲ．金融政策決定会合における決定の内容
　1．金融政策運営に関する決定事項等
　2．金融政策手段に係る事項の決定又は変更
　3．金融政策決定会合議事要旨

参考計表・資料一覧
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◆政策委員会月報（令和5年5月）に関する件（6月13日）

　本委員会は、令和5年6月13日、政策委員会月報（令和5年5月）を承認した。
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２．報告事項

●2023/3月末における本行バランスシートの状況（企画局）

●ITの活用に関する取り組みの状況（政策委員会室、システム情報
局）

●2022年度のシステム関連事務の遂行状況等（システム情報局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（金融
機構局）

●2022年度下期の検査結果等（検査室）

●改刷に向けた準備の進捗状況（発券局）

●令和4年度における国家公務員と比較した本行職員の給与水準
（ラスパイレス指数）（総務人事局）注）

注）　インターネット・ホームページをご参照ください（6月30日公表）。
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